
１．第１回公判（6/23）で佐々木弁

護士が意見陳述

６月２３日（月）、東京高等裁判

所において、「時間外勤務に関す

る措置要求判定取消請求控訴事件」

（川口行政訴訟）の第１回口頭弁

論が行われ、約３０人が傍聴にか

けつけました。

法廷では、佐々木弁護士（原告

代理人弁護士）より、以下の「意

見陳述」が行われました。

＊ ＊ ＊

本件訴訟の目的は、「教職員が

給特法に基づく教職調整額４％の

給付と引き換えに無定量な超過勤

務を強いられることを、これ以上

放置することを許さず、教職員が

健康的に自発性・創造性を発揮し

て子どものための教育実践を構築

していくことをめざすものである」

こと。

そして、その上で論点として次

の４点が提起されました。

①労基法３２条が教職員に適用さ

れること。

②現在の教育現場の労働実態の苛

酷さ、すなわち教職員が苛酷な

超過勤務を余儀なくされ、本県

の教職員の場合、月間７０～１

００時間を超える超過勤務を余

儀なくされており、その大きな

原因の１つが教職員に無定量な

時間外労働を強いる根拠となっ

ている給特法にあること。

③この教職員の苛酷な超過労働の

常態化が教職員に深刻な健康被

害をもたらし、それが拡大・深

刻化しており、放置できない問

題となっていること。

④超過勤務問題・健康被害問題を

改善するために、教育現場にお

いて控訴人らが求めている措置

要求に応じた具体的な対応がな

されることが必要不可欠である

が、具体的措置は現在の法制度

などによっても十分達成できる

こと。

・今後の闘争のポイント

閉廷後のまとめの会で闘争ポイ

ント３点が確認されました。

①裁判官に現場の生の声を伝える

ために、証人喚問が絶対必要で

あり、校長を含め是非実現した

い。

②長時間過密労働によって、健康

被害が進行し深刻化している状

況を明らかにしていきたい。

③偶然、東京高裁には「金崎裁判」、

大阪高裁には「京都超勤裁判」

そして、「川口行政訴訟」どれ

も教職員の働き方に関わる裁判

なので、連帯していける。

２．８月２５日第２回公判

原告の意見陳述実現！！

成沢さん、市川さん大奮闘

８月２５日、高裁８０９号法廷

の４６人の傍聴席はびっしり埋ま

りました。

「裁判官に生の声を伝える」と

いう前回公判以降の目標達成のた

めに、弁護団が努力され、この日

２人の意見陳述が実現しました。

成沢さんは、７月６日という日

を例に取り、８時１５分から１９

時３０分の１日の勤務の様子を大

きな表を使い丁寧に説明しました。

この日は特別な日でないこと、ど

の業務も最低限必要な教育活動で

あることから、１審の判決で言っ

ているような「自発的な業務」で

はなく、「せざるを得ない避けら

れない業務」によって時間外勤務

が生じていると主張しました。ま

た、良い教育をしたいという使命

感から、私生活の時間を割いて自

発性・創造性に係わる仕事をして

いること、そのことによって、年々

教員の健康被害が広がっているこ

とも主張しました。

市川さんは、中学校の部活動の

現実と、その顧問教師の時間外勤

務の状況を詳しく説明しました。

朝練習が７時１５分から、夕方

は１８時まで。休日の活動時間は、

開始・終了とも特に制限がなく、

６時から１９時の間にだいたい行

われている実態を説明しました。

部活動は、教員の本務（現行の

中学校学習指導要領に部活動の記

載がない）ではないけれど、中学

校教育の重要な部分を担ってきた

ことを指摘し、このような業務上

余儀なくされている部活指導によっ

て、大変な長時間過密労働を強い

られていると主張しました。

３ 校長尋問を裁判所に採用させる

ために、１万筆の署名を

公判後、高裁前でのまとめの会

において、佐々木弁護士より「是

非、次回証人として校長に立って

もらいたい。それが実現しなけれ

ば当日は結審でしょう」という話

がされました。「どうやれば実現

できるか？」という質問に対し、

いとも簡単に「署名が万の単位で

集まることでしょう。裁判所が採

用するとしたら、世論です」と。

今現在集約されている署名数は、

約１０００筆です。これではあま

りにも少なすぎます。この裁判に

勝利することは、毎日長時間過密

労働で苦しんで、心も体も蝕んで

いる全国の教職員をどんなに励ま

すことでしょう。そのためにどう

しても次回の公判において校長に

証人として尋問に立ってもらおう

ではありませんか！

そのためにも埼教組の組織の総

力をあげて、約１ヶ月半という短

期間の闘いですが署名１万筆めざ

して、今すぐとりくみを始めましょ

う。 （法政部長 水脇照人）
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10月22日第3回公判(校長尋問実現)に
向け、署名の山で裁判所を包囲
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第３回公判は
１０月２２日(水)

１６時半～
(集合１６時１０分)

署名〆切
１０月１０日(金)


